
資料１ 

民主党 内閣部門会議 税制改正関連団体ヒアリング 

２０１２年８月９日 

特定非営利活動法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 

 

2011 年の国民的な寄付広がりを定着へ、寄付税制拡充を！ 

【認定ＮＰＯ法人制度の現状（2012年 8月 1日現在）】 

認定ＮＰＯ法人数２６７法人（ＮＰＯ法人全体の 0.6％）／空白県１３県（全体の約３割） 

【2011年の寄付に関する統計結果】 

国民の約８割が義援金や支援金の寄付／１世帯の平均寄付額は 6,551円（前年比 1.7倍）／企業の

寄付は約 7000億円（前年比３割増）／寄付金控除利用者は 121万人（前年比倍増） 

◆◆◆ 主要要望事項 ◆◆◆ 

● 大規模災害時における寄付税制拡充の制度化 

１．東日本大震災で新設された、救援・復興活動を行う認定 NPO法人等向け指定寄附金の仕組みを、

今後の大規模災害発生時にも迅速に発動するよう法人税法を改正すること 

 

２．東日本大震災で新設された認定 NPO法人等向け指定寄附金制度について、自治体からの条例個

別指定（4号指定）で対象とする適用拡充を行い、適用期限も５年延長すること 

 

● 寄附税制の拡充等 

３．寄附金控除において年末調整での適用を認め、適用下限額（現行：２千円）を撤廃するなど個

人向け寄付税制をより一層拡充すること 

 

４．法人寄附金の損金算入限度額を所得の１０％までに引き上げ、現物寄付は全額損金算入可能に

するなど法人向け寄付税制をより一層拡充すること 

 

● 認定 NPO法人制度の改善 

５．改正 NPO法に基づく、新しい認定 NPO法人制度において、仮認定申請の経過措置を３年間延長

する他、運用の改善を行うこと 
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